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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年9月22日(2011.9.22)

【公開番号】特開2010-79038(P2010-79038A)
【公開日】平成22年4月8日(2010.4.8)
【年通号数】公開・登録公報2010-014
【出願番号】特願2008-248539(P2008-248539)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ｔ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１９Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月4日(2011.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ線と、
　チャネル領域と、該チャネル領域を挟んで夫々形成され、いずれか一の領域が前記デー
タ線に電気的に接続された第１及び第２のソースドレイン領域と、前記第１及び第２のソ
ースドレイン領域と前記チャネル領域との間に夫々形成された第１及び第２の接合領域と
を有する半導体膜と、前記チャネル領域に重なるゲート電極とを含むトランジスタと
　を備え、
　前記第１及び第２の接合領域のうち少なくとも一方は、前記チャネル領域よりも幅広に
形成されており、
　前記第１及び第２のソースドレイン領域のうち少なくとも一方は、前記一方の接合領域
よりも幅広に形成される
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記半導体膜は、前記一方の接合領域から前記一方のソースドレイン領域にかけて連続
的に幅が変化するように形成されることを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記チャネルの延在方向と交差する方向に沿って延在する本体部と、該本体部からチャ
ネルの延在方向に沿って延設され且つ前記半導体膜と少なくとも部分的に重なる延設部と
を有する遮光膜を備え、
　前記チャネル領域は、前記本体部と前記延設部とが交差する部分に重なるように配置さ
れる
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電気光学装置。
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【請求項４】
　前記遮光膜は、前記延設部における前記第２の接合領域と重なる部分が、前記延設部に
おける前記第１の接合領域と重なる部分よりも幅広になるように形成されており、
　前記第１の接合領域は、少なくとも部分的に、前記チャネル領域よりも幅広に形成され
る
　ことを特徴とする請求項３に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記トランジスタに対応して設けられた画素電極を備え、
　前記第１のソースドレイン領域は前記データ線に電気的に接続されると共に、前記第２
のソースドレイン領域は前記画素電極に電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項４に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の電気光学装置を具備してなることを特徴とする
電子機器。
【請求項７】
　チャネル領域と、該チャネル領域を挟んで夫々形成された第１及び第２のソースドレイ
ン領域と、前記第１及び第２のソースドレイン領域と前記チャネル領域との間に夫々形成
された第１及び第２の接合領域とを有する半導体膜と、
　前記チャネル領域に重なるゲート電極と
　を備え、
　前記第１及び第２の接合領域のうち少なくとも一方は、少なくとも部分的に、前記チャ
ネル領域よりも幅広に形成されており、
　前記第１及び第２のソースドレイン領域のうち少なくとも一方は、前記一方の接合領域
よりも幅広に形成される
　ことを特徴とするトランジスタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、データ線と、チャネル領域と、該
チャネル領域を挟んで夫々形成され、いずれか一の領域が前記データ線に電気的に接続さ
れた第１及び第２のソースドレイン領域と、前記第１及び第２のソースドレイン領域と前
記チャネル領域との間に夫々形成された第１及び第２の接合領域とを有する半導体膜と、
前記チャネル領域に重なるゲート電極とを含むトランジスタとを備え、前記第１及び第２
の接合領域のうち少なくとも一方は、前記チャネル領域よりも幅広に形成されており、前
記第１及び第２のソースドレイン領域のうち少なくとも一方は、前記一方の接合領域より
も幅広に形成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　更に本発明では、前記第１及び第２のソースドレイン領域のうち少なくとも一方は、前
記一方の接合領域よりも幅広に形成される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　よって、少なくとも一方の接合領域から対応する少なくとも一方のソースドレイン領域
へ、その境目を挟んで半導体膜の幅が広く変化するように形成することができる。従って
、より確実に不純物濃度の変化に反して、少なくとも一方の接合領域の対応するソースド
レイン領域への境目で幅が狭くならないように形成することが可能となる。これにより、
より確実に、少なくとも一方の接合領域から少なくとも一方のソースドレイン領域への濃
度勾配を維持し、電解緩和効果を向上させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の一態様では、前記半導体膜は、前記一方の接合領域から前記一方のソースドレ
イン領域にかけて連続的に幅が変化するように形成される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の電気光学装置の他の態様では、前記チャネルの延在方向と交差する方向に沿っ
て延在する本体部と、該本体部からチャネルの延在方向に沿って延設され且つ前記半導体
膜と少なくとも部分的に重なる延設部とを有する遮光膜を備え、前記チャネル領域は、前
記本体部と前記延設部とが交差する部分に重なるように配置される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　この、第１の接合領域が、少なくとも部分的に、チャネル領域よりも幅広に形成される
態様では、前記トランジスタに対応して設けられた画素電極を備え、前記第１のソースド
レイン領域は前記データ線に電気的に接続されると共に、前記第２のソースドレイン領域
は前記画素電極に電気的に接続されるように構成してもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　本発明のトランジスタは上記課題を解決するために、チャネル領域と、該チャネル領域
を挟んで夫々形成された第１及び第２のソースドレイン領域と、前記第１及び第２のソー
スドレイン領域と前記チャネル領域との間に夫々形成された第１及び第２の接合領域とを
有する半導体膜と、前記チャネル領域に重なるゲート電極とを備え、前記第１及び第２の
接合領域のうち少なくとも一方は、少なくとも部分的に、前記チャネル領域よりも幅広に
形成されており、前記第１及び第２のソースドレイン領域のうち少なくとも一方は、前記
一方の接合領域よりも幅広に形成される。
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